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資 料 １

調整授業時数制度等の具体化について

検討資料⑥



これまでの議論の経過と
今回の検討事項
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児童生徒の多様性を包摂する必要性（小・中）

家にある本の冊数が
少ない子供

※学力が低い傾向が見られる

12.8人
(36.5％)

特異な才能の
ある子供

0.8人
(2.3％)

不登校

0.8人
(2.3％)

学習面又は
行動面で著しい
困難を示す子供

2.2人
(5.6％)

不登校

2.7人
(6.8％)

小学校（35人学級） 中学校（40人学級）

※諮問参考資料P46,47より一部データを更新して作成（https://www.mext.go.jp/content/20242127-mxt_kyoiku01-000039494_03.pdf）
※特異な才能のある子供：：IQ130以上を仮定しているが、多様な基準や考え方が存在し、要因が複合している場合もある。そのため、多様な種類・程度の特性がある子供がおり、その対象範囲は想定よりも広いとも考えられる。

家で主に日本語を
話していない子供

0.5人
(1.5％)

 どの学校でも、多様な個性や特性を有する子供が在籍している実態が顕在化。多様性を包摂し、
一人一人の意欲を高め、可能性を開花させる教育の実現が喫緊の課題

不登校
傾向

4.1人
(10.2％)

学習面又は
行動面で著しい
困難を示す子供

3.6人
(10.4％)

特異な才能の
ある子供

0.9人
(2.3％)

家で主に日本語を
話していない子供

0.5人
(1.2％)

不登校
傾向

4.1人
(11.8％)

2

家にある本の冊数が
少ない子供

※学力が低い傾向が見られる

15.4人
(38.4％)

https://www.mext.go.jp/content/20242127-mxt_kyoiku01-000039494_03.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20242127-mxt_kyoiku01-000039494_03.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20242127-mxt_kyoiku01-000039494_03.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20242127-mxt_kyoiku01-000039494_03.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20242127-mxt_kyoiku01-000039494_03.pdf
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障害のある児童生徒に対する通級による指導における特別の教育課程
〇障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目的とする指導

＜学校教育法施行規則第140条等＞

現行の教育課程の主な特例

教育課程特例校 新教科α（A＋B） 教科B（一部） その他教科等

通常の学校 教科A その他教科等教科B

授業時数特例校 教科A その他教科等教科B

各学年の年間の標準総授業時数は維持・内容事項は適切に取り扱う

研究開発学校 教科A その他教科等教科B 新教科β

学びの多様化学校 教科A その他教科等教科B 新教科β

1015単位時間

日本語指導が必要な児童生徒に対する特別の教育課程

学齢を超過した者に対する特別の教育課程（夜間中学）
〇対象者の各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たって必要な内容を指導

※学習指導要領を踏まえ、必要な時数・指導内容を全て校長が判断
＜学校教育法施行第56条の4、第132条の5等＞

学級として編成する
教育課程の特例

〇日本語を用いて、学校生活を営むとともに、学習に取り組むことができるようにすることを目的とする指導
＜学校教育法施行規則第56条の2、第86条の2、第132条の3等＞

〇特別支援学校学習指導要領に示す自立活
動を取り入れるとともに、個々の児童生徒の障
害の程度等を考慮の上、実態に応じた特別の
教育課程を編成。

＜学校教育法施行規則第138条＞

特別支援学級

１割を上限として時数を削減し、別教科等に上乗せ可能

時数を削減し、新教科等に上乗せ可能

内容の削減も可能

＜学校教育法施行規則第55条の2、
第85条の2、第132条の2等＞

＜学校教育法施行規則第55条の2、
第85条の2、第132条の2等＞

＜学校教育法施行規則第55条、第85条、第132条等＞

＜学校教育法施行規則第56条、第86条等＞

１

2 ３

時数削減可

時数削減可

教育課程の編成は、学校教育法施行規則に示す総授業時数及び各教科等の時数、学習指導要領に示す各教科等の目標・内容に基づく必要
 しかし、①学校として編成する教育課程の特例、②個々の児童生徒に着目した教育課程の特例、③学級として編成する教育課程の特例が適用

される場合はこの限りではない
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多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程編成を促進するため、
児童生徒や地域の実態を踏まえて、必要に応じて以下のような取組の一部又は全部の実施を可能とする方向で検討

義務教育段階の柔軟な教育課程の方向性（調整授業時数制度）

1015単位時間

現行制度 教科A その他教科等教科B

教科標準時数

(３)裁量的な時間に調整授業時数を充てるこ
とも可能とすべき

(1)教科標準時数を下回ることが
可能な範囲を検討すべき

論点イメージ 教科等
D,E,・・・教科A 教科B,C,・・・

特に必要な
教科等が
ある場合

(５)調整授業時数を特に必要な教科
の開設に充てることも可能とすべき

(2)調整授業時数を別の教科等
に上乗せ可能とすべき

調整授業時数

裁量的な
時間

(４)裁量的な時間の一部を教育の質の向上を
目的とした、授業改善に直結する組織的な
研究・研修等に充てることも可能とすべき

減ずる
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柔軟な教育課程編成の促進（小・中学校の全体イメージ）

1015単位時間

(３)裁量的な時間に調整授業時数を充てることも可能とすべき
(４) その一部を教育の質の向上を目的とした、授業改善に直結する組織的

な研究・研修等に充てることも可能とすべき

(1) 教科標準時数を下回ることが
可能な範囲を検討すべき

教科等
D,E,・・・教科A 教科B,C,・・・

特に必要な
教科等が
ある場合

(５)調整授業時数を特に必
要な教科の開設に充てる
ことも可能とすべき

(2)調整授業時数を別
の教科等に上乗せ
可能とすべき

調整授業時数

裁量的な
時間

減ずる

個
々
の
児
童
生
徒

に
着
目
し
た
特
例
の

新
設
・
拡
充

日
本
語
指
導
が

必
要
な
児
童
生
徒

学
齢
超
過
者

2階

学
校
と
し
て
編
成
す
る

教
育
課
程
の
柔
軟
化

1階

校
内
外
の
教
育
支
援

セ
ン
タ
ー
等
に
通
う

不
登
校
児
童
生
徒

特
定
分
野
に

特
異
な
才
能
の
あ
る

児
童
生
徒

拡充 新設 新設

※創意工夫を引き出すためのカリキュラム・マネジメントの実質化や指導主事の機能強化も図る

 多様な個性や特性、背景を有する子供に対応するため、「学校」と「個々の児童生徒」単位の柔軟化を組み合わせ、「２階
建て」で複層的に包摂できる、柔軟な教育課程の仕組みの構築に向かうことが重要

 「２階」の特例の適用がある児童生徒も、「１階」で他の児童生徒とともに学びやすくなるなど、全体としての包摂性を高める
方向で制度設計する必要

・学年区分
の取扱い

・週あたり
授業時数

の柔軟化

5

※

日
本
語
指
導
は
必
要
に
応
じ
た

「
取
り
出
し
」
指
導
等
を
行
う
も
の

※

高
度
な
内
容
に
係
る
部
分
以
外
は
、

基
本
的
に
通
常
の
教
育
課
程
と
同
様

通
級
指
導
が

必
要
な
児
童
生
徒

拡充※
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※教育委員会による支援を前提としつつ、大学等の協力も得る。全体としてデジタル技術を積極的に活用して対応



義務教育段階
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 本日は学校として編成する教育課程の柔軟化（１階部分）について、制度の一層の具体化の方向性をご
議論いただく（個々の児童生徒に着目した特例の新設・拡充（いわゆる２階部分）の在り方は、関係WG
等において検討中）。

 具体的には、第一回総則・評価特別部会の検討事項資料のうち、左側に示す義務教育段階の教育課程
の柔軟化についてご検討いただく（高等学校段階は次回以降に検討。）

本日の検討項目

①調整授業時数制度の具体化
標準授業時数の調整を可能とする対象教科等や
調整可能な授業時数の上限
調整授業時数の活用方法として認められる具体

的な内容（特に、教職員の研究・研修も含めた「裁量的
な時間」の類型と上限）
適切な運用を担保するための方策
調整授業時数制度実現後の、教育課程特例校
制度、時数特例校制度の取扱

②その他の柔軟な教育課程編成を促す方策
学校教育法施行規則での単位授業時間の標準

（小:45分、中:50分）の示し方
学習指導要領総則での年間最低授業週数（35

週）の示し方
学習指導要領での学習内容の学年区分の示し方 

①単位制度の柔軟化
必履修を含む科目の一部を他の科目や学校設定科目等

で取り扱うことを可能とする場合の具体的な要件と範囲
上記の組み替えを行う場合に、一部内容を選択して扱うこ
とや履修単位数を標準から減らすことの具体的な要件と
範囲
卒業に要する修得単位に含められる学校設定教科・科目
の単位数の上限の在り方
単位計算の細分化の具体的な設計（何時間の学修を

もって１単位と認定するかなど）
科目の履修免除の対象科目や具体的な要件、運用の在

り方

②その他の柔軟な教育課程編成を促す方策
週当たり授業時数の標準（週30コマ）の示し方

高等学校段階



各項目の検討の方向性
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調整授業時数制度に関し検討が必要な事項の全体像

教科D 教科E

教科DE’

既存教科の内容の組み替え
※教科DとEの内容を扱う教科を新設

調整が可能な教科等（標準を下回って時数
を設定可能な教科等）をどのように考えるか

(ｱ)児童生徒の
資質・能力の育成に
特に資する教育活動

（学習枠）

(ｲ)教師の
組織的な
研究・研修等

（研究・研修等枠）

教科C

新教科
（学校が必要に応じて設定）

③「裁量的な時間」に充当②教科新設
※教科BとCの内容を扱う必要無し

教科A

①既存教科等に
上乗せ

調整授業時数

調整授業時数
２

３

教科B

調整授業時数

調整が可能な時数の上限（標準を下回っ
て時数を設定可能な幅）をどのように考え
るか

「裁量的な時間」の「学習枠」、「研究・研
修等枠」のそれぞれについて、要件・時数
の上限・類型をどのように設定するか

４

既存教科等の上乗せ、教科の新設等に
ついて、「裁量的な時間」と区別しつつ、時
数の上限の設定をどのように考えるか

調整授業時数制度を導入する際、現在の
教育課程特例校制度の扱いをどうするか

１

現行の教育課程特例校制度で
認められる特例

調整授業時数制度の
具体的な在り方

上限の設定上限の設定
上限の設定

※授業時数特例校制度により可能な措置は、左記の調整授
業時数制度の範囲内であることから、同制度に統合する方向

これらの仕組みの不適切な運用を防ぎ、国・都道府県・市町村と各学校が
必要に応じて改善を図り、質を確保する仕組みをどのように設けるか

５

６

補足イメージ①
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調整可能な教科等、調整可能な時数の上限
 調整授業時数制度で時数を調整可能とする教科等や、調整

可能な時数の上限については、①現在既に1900校程度
（R7.4時点,来年度100校程度増加予定）の運用実績のあ
る教育課程特例校や、➁180校程度が取り組んでいる（R7.4
時点、来年度20校程度増加予定）授業時数特例（以下
「時数特例」という。）、③研究開発学校等の現行制度や運用
実態を踏まえて検討する必要。

 これらのうち、現行の時数特例の概要は、以下の通り。
① 下表の橙色部分の科目の時数を減じた上で、他教科等に充

てることが可能（他教科への上乗せ幅に上限なし）
② 学習指導要領に定める内容を全て取り扱う必要があることを

踏まえ、減ずることができるのは各教科等の標準授業時数そ
れぞれの１割が上限

③ 35コマ以下の教科等は減ずることは不可（週1コマ程度の時
数は確保）

④ 教科等横断的な教育課程編成や、探究的な学びの充実に
資するとの制度趣旨に鑑み、総合的な学習の時間を減ずる
ことは不可

9

 いずれの教科等についても、学習の継続性等の観点から週１コマ程度の時数は確保が
重要。このため、引き続き標準授業時数が35コマ以下の教科等は、減ずることは不可
としてはどうか。また、調整対象とする教科等も、調整後の時数が35コマ未満になるよう
に減ずることは不可としてはどうか。

 時数特例では、教科等横断・探究的な学びの推進が制度趣旨であったため、総合的
な学習の時間を対象から除いていたが、調整授業時数制度は、多様性を包摂する柔
軟な教育課程の実現という、一層幅広い制度趣旨で創設することから、総合的な学習
の時間も減ずることを可能としてはどうか。

（小学校）6年における最大の調整幅：85コマ
（中学校）3年における最大の調整幅：76コマ

（検討の前提） （調整が可能な教科等）

 研究開発学校で先行的に取組を進めている自治体（※1）では、小学校において112
コマ程度（45分換算）の調整時数を生み出して取組を進めている。また、現行の時
数特例では、調整可能な最大の調整幅（小6で85コマ）を活用する自治体（※2）
も見られる中、今般の調整授業時数制度は、現行の時数特例で認めている教科等
間の調整に加え、「裁量的な時間」への活用も認める方向で検討中。

 以上及び企画特別部会での議論などを踏まえると、引き続き各教科等の内容を全て
取り扱うことを前提に、調整可能な時数の上限は、現行時数特例の上限を上回る方
向（対象となる教科等のそれぞれの時数の1割以上）で検討することが必要ではない
か。具体的な上限の数値については、各教科等の検討状況、研究開発学校の実践
やサキドリ研究校の申請状況等も踏まえ、さらに精査していく必要があるのではないか。

（調整可能な時数の上限）

時数特例において調整可能な教科

（※1）愛荘町、名古屋市、目黒区など
（※2）岩見沢市、王寺町、渋谷区など

２１

（なお調整授業時数の上乗せについては、時数の標準を定めている全ての教科等に対して可能とする前提）

【現行】

1学年 2学年 3学年 ４学年 ５学年 6学年 計
国語 306 315 245 245 175 175 1461
社会 - - 70 90 100 105 365
算数 136 175 175 175 175 175 1011
理科 - - 90 105 105 105 405
生活 102 105 - - - - 207
音楽 68 70 60 60 50 50 358

図画工作 68 70 60 60 50 50 358
家庭 - - - - 60 55 115
体育 102 105 105 105 90 90 597

外国語 - - - - 70 70 140
道徳 34 35 35 35 35 35 209

外国語活動 - - 35 35 - - 70
特別活動 34 35 35 35 35 35 209

総合的な学習の時間 - - 70 70 70 70 280
合計 850 910 980 1015 1015 1015 5785

1学年 2学年 3学年 計
国語 140 140 105 385
社会 105 105 140 350
数学 140 105 140 385
理科 105 140 140 385
音楽 45 35 35 115
美術 45 35 35 115

保健体育 105 105 105 315
技術・家庭 70 70 35 175

外国語 140 140 140 420
道徳 35 35 35 105

総合的な学習の時間 50 70 70 190
特別活動 35 35 35 105

合計 1015 1015 1015 3045



裁量的な時間の上限と類型（基本的な考え方）
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（論点整理で示された方向等）
 「裁量的な時間」について、企画特別部会の論点整理では、

「学習指導要領に定める教科等に該当しないものの、児童
生徒の実態等を踏まえて、児童生徒の個性や特性、実態
に応じた学習支援など、児童生徒の資質・能力の育成に特
に資する効果的な教育プログラム等」に充てることが想定さ
れている。（以下「学習枠」という。）

 また、「裁量的な時間」の一部については、教育の質の向上
を目的とした授業や指導の改善に直結する組織的な研究・
研修等に充てることも可能とする方向が示されている。（以
下「研究・研修等枠」という。）

 さらに、年度途中に不測の事態等により特定の教科等の標
準を下回る見込みであっても、他の教科や「裁量的な時間」
から時数を充てることを可能にすることにより、年度当初の計
画段階における真に必要な時数設定を推進する方向も示
している。

（本特別部会における検討の方向）
 この「裁量的な時間」については、児童生徒の多様性の包摂に資するた

め、児童生徒の実態を最も把握している学校現場の創意工夫を活かす
ことを重視しつつ、各教科等の時数を標準を下回って実施可能とし、そ
の分の調整授業時数を充てて実施するという性質に鑑み、適切に資
質・能力の育成に資する取組となるようにすることが必要。

 このため、学校現場で質の高い実践が展開されるよう、丁寧に制度を設
計するとともに、研究開発学校やサキドリ研究校での取組や知見を蓄
積・共有することを含め、積極的な支援を展開する必要がある。

 こうしたことから、「学習枠」「研究・研修等枠」について、法令等により、
取組が備えるべき要件と実施可能な時数の上限を定めるとともに、実施
可能な取組の類型を示してはどうか。その際、質を担保しつつも運用の
柔軟性を可能な限り高め、現場にとって使い勝手のよい制度とすることに
留意する。

 なお、現在、研究開発学校やサキドリ研究校において事例の蓄積が図
られているところであり、その実施・申請状況などを踏まえ具体的な制度
の在り方について更に精査することを前提に、次頁以降の方向で検討し
てはどうか。

裁量的な時間（学習枠）

裁量的な時間（研究・研修等枠）

学習指導要領に定める教科等に該当しないものの、児童生徒
の資質・能力の育成に特に資する効果的な教育プログラム等

教育の質の向上を目的とした授業や指導
の改善に直結する組織的な研究・研修等

• 取組が備えるべき要件
• 実施可能な時数の上限
• 実施可能な取組の類型

３

（※）

（※）「学習枠」を実施する上で必要な研究・研修等のみを
認めるものではないことに留意



裁量的な時間の上限と類型（学習枠）
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【取組が備えるべき要件例】
 以下のような例のほか、設定すべきと考えられる要件はあるか。

1. 学習指導要領に定める各教科等の内容に該当しない、もしくはいずれか一つの教科
等に当てはめるのが困難な学習活動であること

2. 各教科等の内容にも一部該当しうる学習活動を行う場合は、当該内容について各
教科等の教育課程において適切に扱うこととした上で、児童生徒の興味・関心の高ま
り等を踏まえ、学習を拡充・発展させたり、試行的な取組を行ったり、学年区分を超え
て縦割りで実施したりするなどの付加的な学習活動として行うこと

3. 児童生徒の実態を踏まえ、学校教育法に定める教育の目標の実現に特に資すること
4. 各学校の学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年間指導計画等に基づ

く組織的な取組であること
5. 発達の段階に即して適切なものであること
6. 児童生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること

【上限設定の考え方】
 裁量的な時間に関しては、以下の観点を踏まえれば、調整授業時数を充てることができ

る時数の上限を設けるべきではないか。

① 各教科等の時数を標準を下回って生み出した調整授業時数を各教科等以外の教育
活動に充てるという性質に鑑み、適切に資質・能力の育成に資する制度設計とする必
要があること

② ①を勘案すると、一定以上の調整授業時数を生み出した場合には、学習指導要領で
目標・内容が定められる各教科等への上乗せや、体系的な内容により構成される新教
科の実施にも活用できる設計とする必要があること

③ 「裁量的な時間（学習枠）」は、今後、全国の学校や教育委員会で効果的な取組
や知見の蓄積が見込まれるものであり、制度創設当初から過大な時数が充てられること
は望ましくないこと

 以上を踏まえた上で、右記の類型に示すような各学校の創意工夫を生かした複数の教
育プログラムを年間を通じて計画的に実施することも考えられる中、全体としてどの程度の
上限を設定することが適切か。

【実施可能な取組の類型】
 これまでの研究開発学校等の取組を踏まえ、以下のような実施可

能な取組の類型を示し、制度施行後の取組の進展に応じて見直す
こととしてはどうか。この他に考えられる類型や具体例、留意事項は
あるか。

 特に個人探究や地域の特色を生かした取組を実施する際には、総
合的な学習の時間との役割分担に特に配意し、取組内容が重複し
たりせず、両者の連携が適切に図られるように、相乗効果を企図す
べきではないか。

①個に応じた学習過程の充実に資する取組
（例）総合的な学習の時間等で設定した個人探究課題の深掘り、自ら選

んだ教科等の学習課題に関して自己調整しながら学ぶ取組、個々の
児童生徒のニーズや認知の特性に応じた個別指導や学習カウンセリン
グ、下学年の未習得事項を効果的に学び直すプログラム等

②学習の素地を高める取組
（例）個人探究を伴う体験活動の充実、企業・団体等とも連携して児童

生徒の視野を広げ学習意欲を高める取組、言語能力・情報活用能
力の重点的な育成のための取組、認知機能強化に着目した取組、学
習方略やメタ認知等に関する体系的指導等

③関係性の質を高め、学習の一層の円滑化に特に資する取組
（例）いじめ防止や安全に関する教育、対人関係の基礎となるソーシャルス

キルの育成などの対話的な学習の基礎となる人間関係形成の円滑化
に資する学習等

※こうした取組を特に要する児童生徒を対象として行う場合も考えられ、その場合例えば、
①や②の取組を実施する場合に、特に要する児童生徒については③を実施するといった
実施方法も考えられる

④その他地域等の特色を生かした取組
（例）特別支援学級・学校との交流及び共同学習、地域の多様な大人と

探究的に関わる活動、現代的な諸課題に対応した教育活動を更に
深掘り・充実させる学習活動等

３
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【取組が備えるべき要件例】
 以下のような例のほか、設定すべきと考えられる要件はあるか。

1. 当該学校の教育課程の編成・実施に係る教師の資質・能力の
向上や、学校の組織的な対応力の向上を通じて、児童生徒の
学習改善や教師の指導改善に直結する取組であること

2. 各学校の学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年
間指導計画等に基づく組織的・計画的な取組であること

3. 研究・研修等の趣旨・目的や内容が事前に計画されるとともに、
管理職等により実施状況が適切に把握されるものであること

【上限設定の考え方】
 「研究・研修等枠」 については、児童生徒の学習に充てる時間の

一部を、教育の質の向上に直結する学校の研究・研修等の活動
に充てるものであることから、その時数の在り方に関しては、知見やノ
ウハウを蓄積しながら適切な運用を担保することが特に重要。この
ため、丁寧に要件や類型、上限の設定の検討・設定を行った上で、
その効果や実施状況を踏まえて、制度実施後にも必要な見直しを
図っていくこととしてはどうか。

 調整授業時数にも限りがある中、「研究・研修等枠」と「学習枠」
のそれぞれに独立した時数上限を設けることとした場合、下記のよう
な硬直的な運用となる恐れもある。そのため、「研究・研修等枠」の
時数の上限については、「学習枠」の上限の内数として設定し、
「裁量的な時間」全体を各学校のニーズや思いに応じて柔軟に使
えるように設計してはどうか。

＜硬直的な運用の例＞
•「研究・研修等枠」を活用しない学校が充てられる「学習枠」の時数が限られる。
•年度途中の不測の事態の発生により、研究・研修等枠で取っておいた時数を
学習活動に振り替える等の調整弁として活用する場合に困難を生じる

 以上を踏まえた上で、「研究・研修等枠」の時数の上限については、
右記の類型を踏まえた取組を年間を通じて計画的に実施すること
も考えられることを踏まえ、どの程度が適切と考えられるか。

【実施可能な取組の類型】
 これまでの研究開発学校等の取組を踏まえ、以下のような類型を示すこととしてはどうか。この他に

考えられる類型や具体例、留意事項はあるか。
①質の高い授業を効果的に実施するための教材研究・授業研究
（例）学校の研究課題に即して行う研究授業・研究協議や、教科・学年等で計画的に行う教材研究等
②教師の資質・能力の向上を図るための学校・教育委員会が企画する研修
（例）学校・学年等の課題に応じて企画する定期的な研修、教育委員会主催研修等

※裁量的な時間は、当該学校の教育課程に係る教育の質の向上を図るものであり、学校として組織的に実施する研
究・研修（学年・教科単位なども含む）以外の研究・研修活動は対象外

③児童生徒理解の向上など、学習・指導上の課題解決に資する情報共有・協議
（例）教科担任制やチーム学年制などと組み合わせた子供の情報の共有

※単なる打合せや突発的な児童生徒指導事案に関する会議、事務的な情報共有の時間とならないよう、学習や指導
の改善と密接に連携させることを前提とする方向性で検討

④学校と地域との連携体制の確保
（例）企業・団体等と連携した探究学習の実施に向けた研究会、地域の方々と連携したカリキュラム開

発に向けた協議等
※各学校が実現を目指す特色ある教育活動を具現化し、質を向上させるのに必要な取組を対象とする方向性で検討

【その他研究・研修等枠に係る留意点】
 各学校においては、まず不断の業務改善や日課の見直し等を通じて、勤務時間内に必要

な研究・研修等の時間を確保できるよう取組を進めることが前提となる。
 その上で、今回の「研究・研修等枠」では、「児童生徒の学習に充てる時間の一部を、教

育の質の向上に直結する学校の研究・研修等に充てる」性質があり、それに相応しい質が
確保された取組とする必要がある。そのため、要件例の2.3.も踏まえ、管理職等が研究・
研修等の内容を適切に把握し、組織的・計画的に実施することが不可欠。その観点から、
以下の運用のほか、必要な事項はどのように考えるべきか。

①教育課程に係る時間を一部活用して行う組織的な研究・研修等の取組であることから、
各学校・学年で同一の時間帯に実施することを基本としてはどうか。

②その上で、教師自身の課題解決や、学年・教科・分掌等の役割を一層重視し、研究・
研修等の内容を適切に把握し、勤務時間管理が適切に行える場合には、同一の時間
帯で教師ごとに異なる取組を行ったり、学年・教科・分掌等ごとに時間帯を分けて実施し
たりするなどの取組を認めることとしてはどうか。

裁量的な時間の上限と類型（研究・研修等枠）３



 論点整理において、調整授業時数については、「裁量的な時間」のほか、
既存教科等への上乗せや、各学校が独自に設定する新教科等の創設
に充てることを可能にする方向性が示されている。

 この点については、まず、「教科新設」は各学校が学習指導要領に定める
教科等に該当しない取組を実施する点において「裁量的な時間」と同様
であるが、どのように区別しうるかが論点となる。

 また、上記の区別を行った上で、「既存教科等への上乗せ」や「教科新
設」について、調整授業時数を充てられる上限を設けるべきかが論点とな
る。
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既存教科等への上乗せ、教科新設の時数上限

 検討項目③（P11）で整理したように、「裁量的な時間」は、各教科等
の時数を標準を下回って生み出した調整授業時数を各教科等以外の
教育活動に充てるという性質を有しており、適切に資質・能力の育成に
資する制度設計とする必要がある。

 一方で、教育課程特例校制度等の下で設定されている学校独自の新
教科等の中には、国立大学の附属学校などの先進的な取組に加え、教
育委員会が主導的な役割を果たしつつ目標・内容・学習評価の在り方
が体系的に整備され、学校や地域の特色を踏まえた資質・能力の育成
を担保する設計がなされているものが見られる。

 こうした取組について、仮に「裁量的な時間」と区別せず、その上限の範
囲内で取り組むこととした場合、現行の特例制度よりも実施可能な幅が
狭まる他、例えば、教育委員会の主導で行う新教科等の実施により上
限まで時数が活用されてしまい、各学校の創意工夫による「裁量的な時
間」に取り組みにくくなることも懸念される。

 以上のことを踏まえ、「教科新設」については、 「裁量的な時間」とは区別
した上で要件等を検討すべきではないか。

（「教科新設」と、「裁量的な時間」の区別の必要性）

（「教科新設」の要件）

（「既存教科等への上乗せ」や「教科新設」の時数）

 「教科新設」について、「裁量的な時間」と区別して別途上限を設けるに
当たっては、教科として相応しい児童生徒の資質・能力の育成を担保す
る相応の措置が図られている必要がある。

 そのため、裁量的な時間（学習枠）の要件（P11）に加え、以下の要
件を課することについてどのように考えるか。

1. 新設教科の目標と、新設教科において育成する資質・能力、指導と評
価の計画が体系的・系統的に整理されていること

2. 単年度のみの実践に終わらず、教育課程の評価・改善を行いつつ複数
年度にわたって継続的に実施する取組であること

3. 新設教科の学習状況が指導要録（各教科の学習の記録欄等）に記
録されるものであること

 「教科新設」については、上に述べたような資質・能力の育成を担保する
相応の措置を求めることとしているほか、「既存教科等への上乗せ」に関し
ては学習指導要領に定める各教科等への充当であり、共に、資質・能力
の育成の観点から一定の担保が図られる仕組みとなっている。

 これらのことを踏まえ、「既存教科等への上乗せ」「教科新設」については、
「裁量的な時間」とは異なり、調整授業時数の中で活用可能な時数の
上限を設定しないこととしてはどうか。（すなわち、調整授業時数として生
み出した時数のうち、「裁量的な時間」として活用する時数を除いた時数
を上限としてはどうか）

 なお、今後調整授業時数の上限を更に具体的に検討する中で、調整授
業時数のすべてを特定の教科等に充てた場合に、当該教科等の時数が
肥大化し、教育課程全体がバランスを欠くことにならないよう勘案すること
としてはどうか。(その際、特定の教科等の教師の持ち授業時数を著しく増
加させないようにするなど指導体制の在り方も留意する必要)

（検討の手順）

４



 調整授業時数制度の導入に伴って、現行の特例制度である授業時数特例制度・教育課程特例制度を扱いをどのようにするかが論点となる。

（時数特例制度について）
 「授業時数特例制度」については、各教科等の内容を全て取り扱った上で、一定の範囲で時数の調整を認めるものであり、調整授業時数制度の範囲内で

あることから、同制度に統合させていくことが適当ではないか。

（教育課程特例校制度について）
 「教育課程特例校制度」については、該当する教科等の内容を全て取り扱い、総授業時数を確保すること等を要件とした上で、学校の設置者等からの申

請に基づく審査を経た文部科学大臣の指定により、既存教科・新教科等への内容の組み替えや、各教科等の内容を外国語での指導（いわゆる「イマー
ジョン教育」）を認めているところ。

 今回、調整授業時数制度により、各教科等の時数を標準を下回って実施可能とし、その分の調整授業時数を「裁量的な時間」に充てるといったことを各学
校の判断により実施可能とすることを検討していることを踏まえれば、各教科等の内容を全て取り扱い総授業時数を確保した上で内容の組み替え等を行う
現行の教育課程特例校制度の内容について、各学校の判断により実施できないこととするのはバランスを欠くと考えられる。

 教育課程特例校制度については、現に毎年1900校を超える学校が取り組むなど、制度が定着してきていることから、次に述べるような不適切な運用を防ぐ
取組み等を同様に講じた上で、調整授業時数制度に統合し、各学校の判断により実施可能としてはどうか。
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制度導入後の教育課程特例校制度の取り扱い５



検討項目⑥ 調整授業時数制度等の具体化について

15

（1. 文部科学省）
 研究開発学校やサキドリ研究校事業を通じて、調整授業時数制度の導入に向けて参照可能な実践事例を幅広く創出し、各教育委員会等に情報提供
 制度実施後は「教育課程編成・実施状況調査」により制度の活用状況等や実践事例を定期的に把握・公表するとともに、必要な制度の改善等を行う
 各都道府県・指定都市の指導主事等に向けた研究会・協議会を定期的に開催する中で、好事例・不適切と考えられる事例等について周知を行う
 上記の状況把握の中で、不適切な運用実態を把握した場合には、都道府県・指定都市教育委員会や私立学校担当部局等に対し、地教行法等に基づく指導や助言

を行い、速やかな改善を図る

（2. 都道府県教育委員会（私立学校担当の首長部局を含む））
 研究開発学校やサキドリ研究校事業の成果、「教育課程編成・実施状況調査」の調査結果や、教育事務所等を通じた各市町村の取組状況に関する実態把握を通じ

て、調整授業時数制度の活用状況について広域自治体として状況を把握しつつ、質の高い実践が可能となるよう市町村教育委員会に対して積極的な知見の共有・情
報提供を行う

 国が開催する研究会・協議会等を踏まえ、市町村教育委員会の指導主事研修等を実施し、市町村の指導主事の調整授業時数制度に関する実務能力の向上を図る
 私立学校担当部局を通じ、公立学校と同様の情報を域内の私立学校にも展開しつつ、4.に基づいて域内の私立学校が公表する教育課程編成の状況を収集・共有す

るとともに、調整授業時数制度を活用する私立学校には公立学校担当向け研修への参加を積極的に促すなど、域内の私立学校における実践の質の向上に取り組む
 上記の状況把握の中で、不適切な運用があることを把握した場合には、都道府県教育委員会は市町村教育委員会に対し地教行法等に基づく指導や助言を行い、私

立学校担当部局は当該私立学校に対し助言等を行うなどにより、速やかな改善を図る

（3. 市町村教育委員会（指定都市教育委員会を含む））
 各学校に提出を求めている教育課程編成届において、調整授業時数制度等の活用の趣旨とその内容、要件適合性について記載を求める
 日々の指導・助言や計画訪問等を通じて、各学校の調整授業時数の活用について、他自治体での取組等も参考にしつつ、必要に応じて指導・助言を行うとともに、不適

切な運用があった場合には速やかに是正を図る

（4. 各学校）
 調整授業時数制度を活用した教育課程編成の状況等について、学校運営の基本方針等とともにHPへ公表する
 学校運営協議会を設置している場合は、教育課程編成の基本的な方針について承認を受ける際、調整授業時数制度等の活用方針についても承認を受ける運用とす

る（学校運営協議会の承認を受けることとする内容の例示の在り方等についても今後検討）

国・都道府県・市町村、各学校の質確保のための仕組みの在り方
 調整授業時数制度は、多様性の包摂に資するため、児童生徒の実態を最も把握している学校現場の創意工夫を活かすことを重視するものであるが、各教科

等の時数を標準を下回って生み出した時数を教科等ではない「裁量的な時間」にも充てるという特例的な性質があり、責任ある裁量の行使を求めていく必要。
 このため国や都道府県・市町村教育委員会が積極的な役割を果たし、各学校の挑戦や試行錯誤を応援するとともに、単なる受験対策への傾倒や、教育の質

の向上と無関係な取組等を防ぎ、仮にそうした不適切な取組が生じた場合でも、速やかな改善を図り、質を確保する仕組を設ける必要。
 こうした観点から、各学校の調整授業時数制度の活用状況について透明性を高め、取組を常に改善していくことができるよう、国・都道府県・市町村・各学校そ

れぞれが以下のような役割を果たすこととしてはどうか。

６



制度の活用方針を含め
教育課程編成の
方針について承認

・ 私立学校への情報共有・助言等
・ 必要に応じて公立学校担当向け研修への参加を認める

教育課程編成届の提出
指導・助言、伴走支援
不適切な運用の改善

・ 制度の活用状況の把握
・ 知見の共有・情報提供
・ 市町村教委の指導主事や公立学校

等向け研修の実施

調整授業時数制度に係る質確保のための仕組みの全体像

都道府県教育委員会
※私立学校担当部局含む

各学校

サキドリ研究校

市区町村教育委員会
知見の共有

・ 制度の活用状況・実践事例を調査（教育課程編成・実施状況調査）し、結果提供・必要な制度改善
・ 先行事例の成果等を教育委員会へ情報提供
・ 各都道府県・指定都市教委の指導主事等に向けた研究会・協議会を定期的に開催し、好事例・不適切事例等の周
知・適時の指導助言

学校運営の基本方針とともに、制度
の活用状況についてHP等で公表

学校運営協議会

研究開発学校

 調整授業時数制度については、児童生徒の多様性の包摂に資するため、児童生徒の実態を最も把握している学校現場の創意工夫を活かすことを重視
するものであるが、各教科等の時数を標準を下回って実施可能とし、その分の調整授業時数を教科等ではない「裁量的な時間」にも充てることを可能とす
るという性質に鑑み、適切に資質・能力の育成に資する取り組みとなるようにすることが必要。

 このため、各学校の挑戦や試行錯誤を応援しながらも、国や都道府県・市町村教育委員会が積極的な役割を果たし、効果的な取組となるよう支援する
とともに、単なる受験対策への傾倒や、教育の質の向上と関連のない教師の活動の実施など、適切ではない取組の実施を防ぎ、仮にそうした取組があった
場合には、改善を図ることができるよう担保する仕組みを設けることが必要。

指導・助言、伴走支援

先行事例の創出

※サキドリ研究校としての指定は
調整授業時数制度導入までを想定

補足イメージ②

保護者・地域住民等

事例や課題
の共有

児童生徒の実態を踏まえて
調整授業時数制度の活用を検討 16



（１）単位授業時間の標準の示し方
 各教科等の標準授業時数を定めた学校教育法施行規則別表第一の備考欄

においては、表に示す授業時数の一単位時間について小学校45分、中学校
50分と示しているが、実際に各学校が教育課程を編成・実施する際のそれぞれ
の授業の一単位時間については、学習指導要領総則において、年間授業時
数を確保した上で各学校が適切に定めることとしている。

 このように、単位授業時間は各学校で柔軟に設定可能であるが、そのような認
識は広がりを欠いている一方、研究開発学校等においては、単位授業時間の
柔軟な設定により時数を生み出す取組も積極的に進められている状況もある。
現在、調整授業時数制度の創設も検討している中で、単位授業時間の設定
が柔軟に実施可能であることを一層分かりやすく示していく必要がある。

 学校教育法施行規則別表第一の備考欄の記載ぶりについて、現行「この表の
授業時数の一単位時間は四十五分とする」（P36参照）とされているところ、
同規則の備考欄において各学校で単位時間を適切に定める旨を明確にしつつ、
学習指導要領総則で更に丁寧に趣旨を記載してはどうか。

（２）年間最低授業週数の示し方
 現行の総則では、「年間35週（小学校第1学年においては34週）以上にわ

たって行うよう計画し、週当たりの授業時数が児童生徒の負担過重にならない
ようにする」としている。

 しかしながら、令和６年度の調査によれば、実際の総授業日数は196日以上
(40週以上)が小学校で約99%、中学校で約98%にのぼるなど、35週（約
170-175日程度）を下回らないという基準が意義を発揮していない実態があ
る。

 それどころか、「年間35週以上」という表現が、「総授業時数を35週で割り、週
に29コマの授業を行う必要がある」との認識に繋がっている実態もあり、「週当た
りの授業時数が児童生徒の負担過重とならないようにする」というそもそもの規定
の趣旨に逆行しているとの指摘もある。

 より実態に即した規定としつつ、 児童生徒の負担過重を避け、40週での授業
時数の平準化を促進する観点からも、年間の授業週数について、例えば、年間
40週を標準として、週当たりの授業時数が児童生徒の過重負担とならないよう
配慮して計画する旨の示し方とすることについてどのように考えるか。

その他の柔軟な教育課程の促進方策
（３）学習内容の学年区分の示し方
 各教科等において内容の学習内容の学年区分を示している場合があり、

このことは教科の系統性や発達段階を踏まえた指導内容を確保し、教
科書会社の教科書の作成・配布を円滑に行う上で重要であるが、児童
生徒の実態に応じて学年区分にとらわれない柔軟な教育課程の編成・
実施を難しくしているとの指摘もある。

 総則・評価部会の議論においては、既に表形式による構造化の検討に
当たって、「想定する指導学年を明示する場合は◯学年相当という形で
示す」こととし、学年区分を示す場合であっても、児童生徒の実態に応じ
て必要があると学校が判断する場合は、学年区分にとらわれず柔軟に指
導が可能である旨を明示的に示す方向で議論を進めているところ。

 こうした学年区分にとらわれない柔軟な教育課程の編成・実施について
は、現在においても、義務教育学校や中等教育学校など、複数の学校
種における一貫教育を行う場合には、学年区分や学校種を超えた内容
の移行等を既に可能としているところであるが、それらの制度における運用
を参考にしつつ、相当学年外での教育課程編成に当たっての留意点とし
て
• 児童生徒の発達の段階、内容の系統性及び体系性への配慮
• 義務教育における機会均等の観点からの適切な配慮
• 児童生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮
といった事項を総則に記載した上で、「教育課程編成・実施状況調査」
等で教育課程の編成状況を把握し、不適切と考えられる事例が見られ
る場合には指導・助言等を行うことが考えられるのではないか。
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調整授業時数制度の仕組みの方向性（イメージ）

教科D 教科E

教科DE’

既存教科の内容の組み替え
※教科DとEの内容を扱う

・ 標準授業時数が35コマ以下の教科等は調整
が可能な教科等（標準を下回って時数を設定
してよい教科等）の対象外

・ 「総合的な学習の時間」も調整の対象
・ 調整後の時数は35コマ以上とする

(ｱ)児童生徒の
資質・能力の育成に
特に資する教育活動

(ｲ)教師の
組織的な
研究・研修等

教科C

新教科
（学校が必要に応じて設定）

③「裁量的な時間」に充当②教科の新設
※教科B・Cと異なる内容を扱う

教科A

①既存教科等に
上乗せ

調整授業時数

調整授業時数
２

３

教科B
標準を下回って設定可能な時数幅の上限は、
時数調整対象の教科等の１割以上で検討

４

５

現在の授業時数特例校・教育課程特例校
制度は調整授業時数制度に統合し、各学
校の判断により実施可能とする

１ 現行の教育課程特例校で認められる特例

年間を通じて複数の取組を計画
的に実施しうる上限を設定

年間を通じて計画的に
実施しうる上限を設定

調整授業時数

調整後も
最低

35コマ確保

既存教科等への上乗せ 学習枠 研究・研修等枠
要件

上限

各教科等の内容に該当しない、もしくはいずれか一つの
教科等に当てはめるのが困難な学習活動であること
   等の要件を設定

①個に応じた学習過程の充実に資する取組
②学習の素地を高める取組
③関係性の質を高め、学習の一層の円滑化に特に資する

取組
④その他地域等の特色を生かした取組

年間を通じて複数の類型に属する取組を実施することも
想定し、適切な上限を検討

類型

要件

上限

学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年間指導計画等に
基づく組織的・計画的な取組であること 等の要件を設定

①質の高い授業を効果的に実施するための教材研究・授業研究
②教師の資質・能力の向上を図るための学校・教育委員会が企画する研修
③児童生徒理解の向上など、学習・指導上の課題解決に資する情報共

有・協議
④学校と地域の連携体制の確保

「学習枠」の上限の内数として設定。年間を通じて計画的
に実施することも想定し、適切な上限を検討

類型

1割以上
の方向

新設教科
要件

裁量的な時間（学習枠）の要件
に加え、新設教科の目標、育成す
る資質・能力、学習評価の方法が
体系的・系統的に整理されている
こと 等の要件を設定

上限
調整授業時数の中で活用可能な時数の上限を設定せず、
調整授業時数として生み出した時数のうち、「裁量的な時
間」として活用する時数を除いた時数で実施可能

補足イメージ③

生み出した調整授業時数の全体から、③「裁量的
な時間」に活用する時間を除いた時数で実施可能

要件
なし
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参考資料
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 特例校制度については、申請数
が増加し、一定の活用類型も確
立していることを踏まえ、国への申
請を不要とすることも含め、「特別
な選択肢」ではなく、「常に利用
可能な選択肢」とする方向で検
討すべき

加えて、多様な個性や特性、背景
を有する子供たちを一層包摂でき
るよう、研究開発学校等の運用実
績やデジタル学習基盤の活用によ
る効率化の可能性を踏まえ、授業
時数の取扱いについて一層柔軟化
する方向で検討すべき

以上について、「調整授業時数制
度」として創設し、教師の仕事や子
供の学びに「余白」を生み出すとと
もに、教育の質の向上に資する方
向で検討すべき

（負担軽減自体が目的ではないこと
に留意）

① 総授業時数を維持しつつ各教科の標準授業時数（以下「教科標準時数」という。）を
調整することが可能な範囲を検討すべき。その際、現行の授業時数特例校制度（１割
が上限）や研究開発学校における実践等も踏まえつつ、上限の拡大の適否や対象とな
る教科等も含めて検討すべき

② 教科標準時数を調整することで⽣み出された授業時数（以下「調整授業時数」という。
）の活用方法について、地域や学校、児童生徒の実態を考慮して以下のような取組を
特例的に可能とする方向で検討すべき
 別の教科等の授業時数に上乗せする
 特に必要な教科の開設に充てる
 各教科等に該当しないものの、児童生徒の個性や特性、実態に応じた学習支援

など、児童生徒の資質・能力の育成に特に資する効果的な教育プログラムを実施
するための裁量的な時間（以下「裁量的な時間」という。）に充てる

③ 裁量的な時間の上限と類型（※）について具体的に検討すべき。特に、裁量的な時間
の一部について、教育の質の向上を目的とした、授業や指導の改善に直結する組織的
な研究・研修等に充てることも可能とする方向で、その上限と類型についても具体的に検
討すべき
（※）例えば、基本的な概念の獲得や意味理解を伴った確かな知識の習得、認知の特性に応じた学力保障、学習方略に関

する指導、個人探究を伴う体験活動、ソーシャルスキルトレーニング等が想定される

④ 国への申請を不要とし、「調整授業時数制度」による取組を学校等の判断で可能とする
に当たって、以下の担保措置について具体的に検討すべき

（１）不適切な運用を防ぐための仕組み（例：児童生徒の負担過重、受験対策への
過度な傾斜など）

（２）保護者や地域住民に対する説明責任を果たし、理解を得るための仕組み
（３）教育委員会や文部科学省としての教育課程編成状況把握の仕組み

【方向性】 【具体的論点】

※学習指導要領の内容事項が適切に取り扱われることが前提。
学習指導要領の一層の構造化は別途検討するとともに、その解

説・教科書・入試・教師用指導書等の影響も含めた授業づくりの
実態を全体として捉えながら、過度な負担や負担感が生じにくい
在り方を検討 20

具体的な方向性と論点①（特例校制度と時数の取り扱い）令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ５ 日
教育課程企画特別部会
論 点 整 理 P ３ ２



その他の条件整備
 各学校や地域における創意工夫ある

柔軟な教育課程編成が実際に促進
されるよう、条件整備や必要となる施
策を併せて検討すべき

単位授業時間の柔軟な設定
 調整授業時数を生み出す手法の一つとなり得るが、あくまで教育課程の目的や狙いを実現するためのカリキュラム・

マネジメントの手法（週時程や時間割を工夫し下校時刻を早めるなどの取組を含む。）であり、単位授業時間の
短縮自体が目的ではないことに留意すべき

 時間割の複雑化への懸念を踏まえ、デジタルツールを活用した負担軽減を促進すべき
年間最低授業週数
 「年間35週以上」との規定が「週29コマの授業を行う必要がある」との認識に繋がっているとの指摘も踏まえ、授業

時数の平準化を促進する方向で示し方を検討すべき

※全体として、教師に「余白」を生み出し、過度な負担・負担感を防ぐ側面と、児童生徒に「余白」を生み出し、豊か
な学びに繋がる側面の両方に留意すべき

調整授業時数制度の運用に向けた知見の蓄積
 令和7年度の研究開発学校では、９都道府県の46校で柔軟な教育課程を編成・実施。加えて、全ての都道

府県・指定都市での知見の蓄積を図るため、令和8年度から更なる事例創出の加速を図るべき
 調整授業時数制度の導入後も、豊かな教育実践が広がるよう、一定期間伴走支援する施策を実施すべき

カリキュラム・マネジメント
 過度な負担を生じさせずに、カリキュラム・マネジメントを実質化できるよう、シンプルで具体的なイメージを整理する

必要である（詳しくは第七章（１）を参照）
 学校運営協議会の承認事項である教育課程編成の基本的な方針について、調整授業時数制度の下でどのよ

うな内容を示す必要があるか整理すべき
指導主事の資質向上
 柔軟な教育課程編成に係る指導助言に直結する研修や、他自治体と知見・事例を共有する取組を充実すべき
 指導主事未配置市町村への対応を検討すべき（例：都道府県の役割、自治体間連携、校長会等が果たす

べき機能）
 教師の指導への支援と関連の薄い事務等について一般行政職職員との役割分担を整理すべき

学習内容の学年区分
 必要に応じ、教師が学年区分に囚わ

れず柔軟に教育課程を編成したり、
指導を展開しやすくしたりする方向で
検討すべき

【方向性】 【論点・留意点】

単位授業時間・年間最低授業週数
 各学校や地域、児童生徒の実態に

応じて柔軟な設定を促進するため、
分かりやすい示し方とする方向で検討
すべき

学習内容の学年区分
 教科の系統性や発達段階を踏まえた指導内容を確保する役割を果たしており、教科書作成などの観点からも、引

き続き一定の記載は必要である
 その上で、児童生徒の実態に応じて必要があると判断する場合は、学年区分に囚われず柔軟に教育課程の編成

・実施が可能であることを明確化すべき
 学年区分に囚われない柔軟な指導に伴い、教科書等の在り方について必要に応じ所要の整理をすべき

21

具体的な方向性と論点②（単位時間、授業週数、学年区分の扱い等）
令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ５ 日
教育課程企画特別部会
論 点 整 理 P ３ ３
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教育課程特例校制度
教育課程特例校とは
文部科学大臣が、学校教育法施行規則第55条の2等に基づき指定する学校において、学校又は地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施す
るための特別の教育課程を編成することを認める制度。 ※予算措置なし

指定の要件
 学習指導要領等において全ての児童又は生徒に履修させる内容として定められている内容事項が，特別の教育課程において適切に取り扱われて

いること。
 総授業時数が確保されていること。
 児童又は生徒の発達の段階並びに各教科等の特性に応じた内容の系統性及び体系性に配慮がなされていること。
 保護者の経済的負担への配慮その他の義務教育における機会均等の観点から適切な配慮がなされていること。
 児童又は生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること。

指定の状況 （令和７年4月現在）
指定されている管理機関数： 236件
指定されている学校数 ：1,915校

★学習指導要領の内容事項は、特別の教育課程において適切に取り扱われる必要がある

【主な取組内容】
 学校や地域の実態に照らした新教科等の設定
（例）北海道羅臼町：理科、生活科、総合的な学習の時間

等を削減し、新教科「知床学」を設定
（例）信州大学教育学部附属松本小学校：1～2 学年の既

存の各教科をすべて統合・再整理し、「ことば」「かがく」「く
らし」「ひょうげん」の４つの領域を新設

 既存教科を英語で実施（イマージョン教育）
（例）私立西大和学園中学校・高等学校：音楽・体育の

一部を英語で実施
 学校段階間の連携による教育
（例）東京都立川市：特別活動や総合的な学習の時間等を

削減し設定した新教科「立川市民科」により、小・中学校
が連携した学習活動を実施

標準授業時数

教育課程特例校
制度の活用

教科A その他教科等教科B

教科B
（一部） その他教科等新教科α

新教科αでは、教科Aの内容事項
の全て及び教科Bの内容事項の
一部が取り扱われている

新教科αで取り扱うことのできない
教科Bの内容事項を取り扱う

★総授業時数が確保されている必要がある

教育課程特例校における授業時数のイメージ

23



授業時数特例校制度
制度概要
 義務教育段階において、学年ごとに定められた各教科等の授業時数について、総枠としての授業時数（各学年の年間の標準授業時数の総授業時数）は
維持した上で、1割を上限として各教科（※1）の標準授業時数を下回った教育課程の編成を特例的に認める制度。 

 下回ったことによって生じた授業時数を別の教科等の授業時数に上乗せすることで、教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成（※2）や探究的な学習活
動の充実に資する教育課程編成の一層の推進を図る。

 令和3年7月に制度創設し、令和4年4月から実施。

1割を上限として標準授業時数を
下回った教育課程の編成を認める

授業時数の上乗せにより、教科等横断的な視点に立った
資質・能力の育成に資する学習や探究的な学習活動を充実

（※1）音楽（中学校第2,3学年）、美術（中学校第2,3学年）、技術・家庭、特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動を除く。
（※2）学習の基盤となる資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等）の育成や、現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成（伝統文化教育、主権者教育、消費者教育、法教育、知

的財産教育、郷土・地域教育、海洋教育、環境教育、放射線教育、生命の尊重に関する教育、健康教育、食育、安全教育の充実など）が考えられる。

イメージ

学校の指定（学校教育法施行規則第55条の2、平成20年文部科学省告示第30号）

文部科学大臣が、以下の要件等を満たす学校を指定する。
（指定の要件）
学習指導要領の内容事項が適切に取り扱われていること。
各学年の年間の標準授業時数の総授業時数が確保されていること。
児童生徒の発達の段階、各教科等の特性に応じた内容の系統性・体系

性に配慮がなされていること。
保護者の経済的負担など、義務教育の機会均等の観点から適切な配慮

がなされていること。
児童生徒の転出入など、教育上必要な配慮がなされていること。

主な取組内容
渋谷区

（全小学校）
探究的な学習活動の充実のため、総合的な学習の時間の授
業時数を増加し、午前に各教科の学習、午後に子どもの主
体性を重視した探究を実施するカリキュラムを編成。

京都府京都市
（義務教育学校）

伝統文化教育等の充実のため、音楽科の授業時数を増加。

宮崎県宮崎市
（中学校）

環境教育、食育、STEAM教育等の充実のため、総合的な
学習の時間の授業時数を増加。

私立星美学園
（小学校）

国際的・平和的な世界の担い手教育の充実等のため、生活、
外国語活動、総合的な学習の時間等の授業時数を増加。

標準授業時数

授業時数特例校
制度の活用

その他の教科等教科A 教科等B

その他の教科等教科A 教科等B
総枠（各学年の年間標準授業時数の総授業時数）は維持

指定の状況（令和７年4月現在）
指定されている管理機関数：41件
指定されている学校数 ：182校

24



スケジュール
各学校における取組開始
令和８年４月～

 「調整授業時数制度」導入後の全国における円滑な制度実施に向け、研究開発学校とは別に、「調整授業時数制度」を先取りするような形で教育
課程を編成・実施し、研究開発を行うことができる学校（サキドリ研究校）を文部科学大臣が指定する。

事業概要

知見の共有

県教委や他自治体等への
情報共有

都道府県
教育委員会

指導助言を通じた
伴走支援

取組の趣旨・内容について
保護者・地域へ説明等

・取組を把握
・適時、指導主事を派遣

サキドリ研究校

・申請（都道府県がとりまとめ）
・年度末に報告（文科省が作成するアンケートへの回答）

知見の共有

審査・指定
先行事例の取組共有

管内の
他学校

（管理機関）

市区町村
教育委員会指導助言

※都道府県・市区町村教育委員会は、サキドリ研究校の研究開発に資するよう関与し、知見を蓄積すること

教育課程柔軟化サキドリ研究校事業 概要

対象

趣旨

サキドリ研究校事業における教育課程の特例の内容
サキドリ研究校においては、先行事例を踏まえ、調整授業時数は対象教科
等（※１）ごとに 10%程度を上限とし、使途として以下に活用可能とする。
その際、①～③にどのように活用するのかについては教育委員会、学校が子
供や地域の状況を踏まえて判断することとする。
①既存の各教科等への上乗せ
②教科の新設
③裁量的な時間 (ｱ)子供の資質・能力の育成に特に資する教育活動（※2）

 (ｲ)教師の組織的な研究・研修等
※1 年間35単位時間以下を標準としている教科等は、対象外
※2 標準授業時数が設定されていない学校行事や児童会・生徒会活動は含まれない
※3 ①②合わせて30コマ程度まで、③ (ｱ)と(ｲ)それぞれ30コマ程度まで

 多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂し、一人一人の可能性を輝かせる柔軟な教育課程編成を促進するため、中央教育審議会におけ
る次期学習指導要領に向けた検討において「調整授業時数制度」（※）の創設について検討中。全国の教育委員会や学校から、令和７年度から
先行的に取り組んでいる研究開発学校と同様に、柔軟な教育課程の実施に取り組みたいとの声が多数寄せられている。
（※）各学校の判断により、各教科の標準授業時数を調整して教育課程を編成することを可能とし、生み出した時数を他教科等や「裁量的な時間」に充当可能とするもの。

 柔軟な教育課程を編成・実施する上では、より一層、各学校におけるカリキュラム・マネジメントや教育委員会等による伴走支援・指導助言が重要と
なり、これらの知見の蓄積が、制度導入後の教育課程の質に直結することとなる。

 「調整授業時数制度」の導入後、各学校が創意工夫ある教育課程を円滑に編成・実施することができるよう、全国各地の教育委員会・学校が
教育課程の柔軟化の具体や手法についてある程度のイメージを持ち、知見を蓄積できるよう後押しをする仕組み（教育課程柔軟化サキドリ
研究校事業）を創設。

 ※本事業は、研究開発学校制度の下での教育課程の柔軟化の主な先行事例及び現行の授業時数特例校制度を念頭に置きつつ、「調整授業時数制度」の導入に先立って、ま
ずは一定の範囲での教育課程柔軟化の試行事例を全国各地に生み出そうとするものである。実際の「調整授業時数制度」の制度設計は今後中央教育審議会において検討さ
れるものであり、本事業とは同一の仕組みとはならない可能性があることを前提とする。

指定期間

令和８年度から令和10年３月までの２年間を想定
※「調整授業時数制度」の施行時期を踏まえて変更の可能性あり

全国の国公立の小中学校等のうち希望する学校
※ 義務教育学校、中等教育学校前期課程を含む。
※ 各都道府県・指定都市につき５校程度を上限として指定。都道府県・指定都市の

規模等に応じて６校以上も可能。
※ 各都道府県・指定都市における申請校には必ず中学校を含むこととする。
※ 国立の学校は１法人につき１校程度を上限として指定。 25



【出典】福島県公立小中学校事務研究会ホームページ http://f-jimuken.kir.jp/new/assets/gajinavi/pdf/01kikakuunei/0107kyouikukatei01.pdf 26

教育課程編成届の例
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学校運営協議会に関する関連条文について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）

第四章 第四節 学校運営協議会

第47条の５ 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校
の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなけ
ればならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学
省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。

（１～３ 略）
４ 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成、当該対象学校における公立の義
務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和四十六年法律第七十七号）第七条
第一項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施その他教育委員会規則で定める事項について基本
的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。

５ 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支
援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の
関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の
運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものと
する。

（６～１０ 略）

※令和８年４月１日施行予定
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小学校学習指導要領解説 総則編（Ｐ21～22）
第3章第1節 １ 教育課程編成の原則
(2) 教育課程の編成の原則
(ｳ) 地域の実態
教育基本法第13条は「学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに，相互の連携及び協力に努め

るものとする。」と規定している。また，学校教育法第43条は「小学校は，当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係の理解を深めるとともに，これ
らの者との連携及び協力の推進に資するため，当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする」と規定している。
これらの規定が示すとおり，学校は地域社会を離れては存在し得ないものであり，児童は家庭や地域社会で様々な経験を重ねて成長している。
地域には，都市，農村，山村，漁村など生活条件や環境の違いがあり，産業，経済，文化等にそれぞれ特色をもっている。こうした地域社会の実態を十分

考慮して教育課程を編成することが必要である。とりわけ，学校の教育目標や指導内容の選択に当たっては，地域の実態を考慮することが重要である。そのため
には，地域社会の現状はもちろんのこと，歴史的な経緯や将来への展望など，広く社会の変化に注目しながら地域社会の実態を十分分析し検討して的確に把
握することが必要である。また，地域の教育資源や学習環境（近隣の学校，社会教育施設，児童の学習に協力することのできる人材等）の実態を考慮し，
教育活動を計画することが必要である。
なお，学校における教育活動が学校の教育目標に沿って一層効果的に展開されるためには，家庭や地域社会と学校との連携を密にすることが必要である。

すなわち，学校の教育方針や特色ある教育活動の取組，児童の状況などを家庭や地域社会に説明し，理解を求め協力を得ること，学校が家庭や地域社会か
らの要望に応えることが重要であり，このような観点から，その積極的な連携を図り，相互の意思の疎通を図って，それを教育課程の編成，実施に生かしていく
ことが求められる。保護者や地域住民が学校運営に参画する学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）や，幅広い地域住民等の参画により地域全体で児
童の成長を支え地域を創生する地域学校協働活動等の推進により，学校と地域の連携及び協働の取組が進められてきているところであり，これらの取組を更に
広げ，教育課程を介して学校と地域がつながることにより，地域でどのような子供を育てるのか，何を実現していくのかという目標やビジョンの共有が促進され，
地域とともにある学校づくりが一層効果的に進められていくことが期待される。
以上，教育課程の編成の原則を述べてきたが，校長を中心として全教職員が共通理解を図りながら，学校として統一のあるしかも特色をもった教育課程を編

成することが望まれる。

第５ 学校運営上の留意事項
２ 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
教育課程の編成及び実施に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
ア 学校がその目的を達成するため，学校や地域の実態等に応じ，教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整
えるなど，家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。また，高齢者や異年齢の子供など，地域における世代を越えた交流の機会を設けること。

小学校学習指導要領 総則（Ｐ2５～2６）

学校・課程・地域の連携に関する総則の記載について



小学校学習指導要領 総則（抄）
ア 各教科等の授業は、年間35週（第１学年については34週）以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が児童の負担過重にならないよ

うにするものとする。

小学校学習指導要領 総則 解説（抄）
各教科等の授業時数を年間35週（第１学年については34週）以上にわたって行うように計画することとしているのは、各教科等の授業時数を年間35

週以上にわたって配当すれば、学校教育法施行規則別表第１において定めている年間の授業時数について児童の負担過重にならない程度に、週当たり
、１日当たりの授業時数を平均化することができることを考慮したものである。したがって、各教科等の授業時数を35週にわたって平均的に配当するほか、
児童の実態や教科等の特性を考慮して週当たりの授業時数の配当に工夫を加えることも考えられる。各学校においてはこの規定を踏まえ、地域や学校
及び児童の実態等を考慮し、必要な指導時間を確保するため、適切な週にわたって各教科等の授業を計画することが必要である。

年間最低授業週数
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小学校、中学校いずれも週当たり授業時数を28コマ以下で設定する学
校の割合が増えているが、小学校５年では約60％、中学校２年では
約75％の学校は29コマに設定している。

出典：令和６年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査

総授業日数は196日以上(40週以上)が小学校で約99%、中学校で
約98%となっている。

週当たり授業時数の実態
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検討項目③ 内容の表形式化の具体的な形式 (1)
１．内容の表形式化を行う趣旨・目的

論点整理では、分かりやすく使いやすい学習指導要領の実現を通じて、「主体的・対話的で深い学び」の実装を図る観点から、学習指
導要領の内容について、中核的な概念等をもとに表形式で構造化を図る方針を示している

具体的には、
①「知・技」「思・判・表」(※1)の深まりの可視化（「タテ」の関係の可視化）、
②「知・技」「思・判・表」の一体的育成の可視化（「ヨコ」の関係の可視化）により、
資質・能力の関係性の理解に基づき、それらを一体的に育成する教師の単元づくり(※２)を助け、「深い学び」を授業で具現化しやすくす
ることを目指すとしている

総則・評価特別部会として、論点整理の趣旨を具現化する表形式での構造化の在り方を検討し、各教科等WGでの検討に資する
よう、具体的に示す必要がある

２．内容の表形式化の具体的な考え方（「並列」パターン）

１．で示した趣旨を具体化する表形式を考える際、「タテ」の関
係を可視化するには、個別の「知・技」「思・判・表」それぞれにつ
いて、児童生徒の中で相互に関連付けられ、構造化されて深い
理解や習得に至った際の資質・能力の姿を示すことが重要とな
る。また、「ヨコ」の関係を可視化するには、 「知・技」に対応して
一体的に育成を目指す「思・判・表」を並列して記載することが
考えられる

 これらを表形式で表現すると、以下のようなイメージが考えられる

中核的な概念の深い理解（仮称）
xxxxxxxxxxxxxx

複雑な課題の解決（仮称）
xxxxxxxxxxxxxx

知識及び技能
・xxxxxxx
・xxxxxxx

思考力、判断力、表現力等
・xxxxxxx
・xxxxxxx

一方、今回の構造化は、現行の「主体的・対話的で深い学び」
の実装を図るものであることから、新たな用語の提起には慎重で
あるべきとの指摘もあり、現行との連続性を感じられる書きぶりと
することが重要。これを踏まえ、可能な限り現行で既に用いられ
ている言葉を使いつつ構造化を図る観点から、以下のような示
し方とすることが考えられないか

知識及び技能に関する
統合的な理解
xxxxxxxxxxxxxx

思考力、判断力、表現力等の
総合的な発揮
xxxxxxxxxxxxxx

知識及び技能
・xxxxxxx
・xxxxxxx

思考力、判断力、表現力等
・xxxxxxx
・xxxxxxx
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(※1) 「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」を指す。以下同じ。
(※2) 題材づくりを含む。以下同じ。

令和７年１０月１４日
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会
【 資 料 １ － １ 】 P ７



検討項目③ 内容の表形式化の具体的な形式 (2)

 このような示し方をする場合、学年区分の在り方も課題となる。現行では、各教科等の内容は、①学年別に示しているもの、②複
数学年別に示しているもの、③指導する学年を示していないものがあり、①及び②については、指定する学年での指導を求めている
ほか、学年別目標も示している

 この点、上記のような構造化を行った場合、「統合的な理解」「総合的な発揮」にぶら下がる個別の「知・技」等が複数学年にまたが
る場合も考えられる。その場合、引き続き学年毎に内容を示すこととすると、同じ「統合的な理解」「総合的な発揮」にぶら下がる資
質・能力であっても学年毎に分断して示されることとなり、資質・能力の深まりを体系的に理解することに課題が残る

また、論点整理では、教科書作成等の観点から引き続き学年区分の一定の記載は必要だが、多様な子供の実態に応じるため学
年区分に囚われず柔軟に教育課程の編成・実施が可能であることを明確にすべきとされている

 これらを踏まえ、表形式化に当たっては、学年別に目標を定めて内容を整理することはせず、「統合的な理解」「総合的な発揮」との
関係性において内容を整理することとし、指導を想定する学年を明示する場合も、それに囚われず教育課程の編成が可能であるこ
とが分かるよう、例えば「◯学年相当」という形式で示してはどうか（次頁のイメージ参照）

 こうした指導を想定する学年の記載については、各教科の性質や学校種・発達段階に応じて、１学年毎に示すのが適切と考えられ
るもの、低・中・高学年など複数学年でまとめて示すのが適切と考えられるもの、示さないことが適切と考えられるものなど様々な場合
が考えられるため、柔軟に記載を検討していくことが必要ではないか
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２．内容の表形式化の具体的な考え方（「並列」パターン）（続き）

令和７年１０月１４日
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会
【 資 料 １ － １ 】 P ８



表形式による構造化パターン① （並列パターン）

（１）項目名
知識及び技能に関する統合的な理解 思考力、判断力、表現力等の総合的な発揮

◯学年
相当

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

◯学年
相当

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

◯学年
相当

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

(内容の
取扱い)

※表の読み方を示す柱書きや見出し、各項目の番号の示し方等の平仄については告示の検討に際して技術的に検討

この内容のまとまりを通じて獲得して欲しい統合的な理解
等を示す （検討項目④で詳細を検討）

この内容のまとまりにおける知識及び技能を活用しつつ、思考
力、判断力、表現力等を総合的に発揮して複雑な課題を解
決できる力を示す（検討項目④で詳細を検討）

右に示す思考・判断・表現の過程で、
上に示す統合的な理解を獲得するため
に必要な要素となる知識及び技能を示
す
（検討項目⑤で詳細を検討）

左に示す知識及び技能を活用しながら、上に
示す複雑な課題の解決をする上で必要な要
素となる思考力、判断力、表現力等を示す
（検討項目⑤で詳細を検討）想定する指導

学年を明示す
る場合は、「◯
学年相当」と
いう形で示す。
(示さない場合
や、複数学年
毎に示す場合、
単学年毎に示
す場合など柔
軟に対応)

知識及び技能に対応する思考力、判断力、
表現力等が共通する場合など、分けて示す
必要がない場合は、可能な限り繰り返しを避
け、セルを統合して示すなど簡素な示し方とな
るよう工夫する。

資質・能力の一体的育成の可視化

資
質
・
能
力
の
深
ま
り
の
可
視
化
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令和７年１０月１４日
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会
【 資 料 １ － １ 】 P ９



◯学年相当 ◯学年相当 ◯学年相当

思考力、判断力、表現力等の
総合的な発揮

（１）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（２）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（３）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

知識及び技能に関する統合的
な理解

（１）項目名 （小見出し）
・
・

（２）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（３）項目名 （小見出し）
・
・

（４）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（内容の取扱い）

表形式による構造化パターン② （並行パターン）

※表の読み方を示す柱書きや、見出しや各項目の番号の示し方等の平仄については告示の検討に際して技術的に検討

左に示す統合的な理解を獲得し、上に示す思考・判断・表現を豊かにするた
めに必要となる知識及び技能を示す（検討項目⑤で詳細を検討）

下に示す知識及び技能を活用しながら、左に示す複雑な課題の解決をする
上で必要な要素となる思考力、判断力、表現力等を示す。
（検討項目⑤で詳細を検討）

想定する指導学年を明示する場合は、「◯学年相当」
という形で示す。(示さない場合や、複数学年毎に示す
場合、単学年毎に示す場合など柔軟に対応)

学年相当に分けて示す必要がない場合は、可能な限り繰り返しを避け、セル
を統合して示すなど簡素な示し方となるよう工夫する。

この内容のまとまりを通じて獲
得して欲しい統合的な理解
等を示す （検討項目④で
詳細を検討）

知識・技能を活用しつつ、思
考力・判断力・表現力等を
総合的に発揮して複雑な課
題 を解 決 で きる力を示す
（検討項目④で詳細を検
討）

資
質
・
能
力
の
一
体
的
育
成
の
可
視
化

資質・能力の深まりの可視化
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令和７年１０月１４日
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会
【 資 料 １ － １ 】 P １ １



義務教育学校等における教育課程の特例
義務教育学校や小中一貫型小・中学校における教育課程の特例

小中一貫教育の長所をより生かす観点から、設置者の判断で以下のような教育課程特例の活用が可能。

【小中一貫教科等の設定】
・ 小中一貫教育の軸となる独自教科等（小中一貫教科等）の実施
・ 小中一貫教科等による他の各教科等の代替
・ 小中一貫教科等の授業時数による他の各教科等の授業時数の代替

【指導内容の入替え・移行】（※連携型小・中学校の場合は設置者の判断ではできない）
・ 小学校段階及び中学校段階における各教科等の内容のうち相互に関連するものの入替え
・ 小学校段階の指導内容の中学校への後送り移行
・ 中学校段階の指導内容の小学校への前倒し移行
・ 小学校段階における学年間の指導内容の後送り又は前倒し移行
・ 中学校段階における学年間の指導内容の後送り又は前倒し移行
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教育課程の編成にあたっての要件
教育課程の編成にあたっては、次に掲げる要件を満たす必要がある。

①９年間の計画的かつ継続的な教育を施すものであること。
②学習指導要領において定められている内容事項が，教育課程全体を通じて適切に取り扱わ
れていること。

③学習指導要領において定められている内容事項を指導するために必要となる標準的な授業
時数が，教育課程全体を通じて適切に確保されていること。

④児童生徒の発達の段階並びに各教科等の特性に応じた内容の系統性及び体系性に配慮
がなされていること。

⑤保護者の経済的負担への配慮その他の義務教育における機会均等の観点からの適切な配
慮がなされていること。

⑥児童生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること。（※）

（※）児童生徒の転出入に対する配慮の例

① 指導要録に，当該児童生徒が先取りして学
習した事項や学習しなかった事項等を具体的
に記載するとともに綿密な引継ぎを行うこと

② 通常の教育課程との違いを分かりやすく示し
た資料をあらかじめ備えておくこと

③ 転出入に際して，必要に応じて個別ガイダン
スや個別指導を行うこと など



1年 2年 3年 4年 5年 6年
国語 306 315 245 245 175 175
社会 - - 70 90 100 105
算数 136 175 175 175 175 175
理科 - - 90 105 105 105
生活 102 105 - - - -
音楽 68 70 60 60 50 50

図画工作 68 70 60 60 50 50
家庭 - - - - 60 55
体育 102 105 105 105 90 90

特別の教科道徳 34 35 35 35 35 35
特別活動 34 35 35 35 35 35
総合的な

学習の時間 - - 70 70 70 70

外国語活動 - - 35 35 - -
外国語 - - - - 70 70
合計 850 910 980 1015 1015 1015

1年 2年 3年
国語 140 140 105
社会 105 105 140
数学 140 105 140
理科 105 140 140
音楽 45 35 35
美術 45 35 35

保健体育 105 105 105
技術・家庭 70 70 35

外国語 140 140 140
特別の教科道徳 35 35 35

総合的な
学習の時間 50 70 70

特別活動 35 35 35
合計 1015 1015 1015

小学校の標準授業時数 中学校の標準授業時数

備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、四十五分とする。
二 特別活動の授業時数は、小学校学習指導要領で定める学級活動（学校給食に係るものを除く。）

に充てるものとする。
三 第五十条第二項の場合において、特別の教科である道徳のほかに宗教を加えるときは、宗教の授業時

数をもつてこの表の特別の教科である道徳の授業時数の一部に代えることができる。（別表第二から別表
第二の三まで及び別表第四の場合においても同様とする。）

備考
一 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。
二 特別活動の授業時数は、中学校学習指導要領で定める学級

活動（学校給食に係るものを除く。）に充てるものとする。

学校教育法施行規則 別表第一

標準授業時数
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小学校学習指導要領 総則（抄）
(ｱ) 各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は、各学校において、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、児童の発達の段階及び各教科等や学
習活動の特質を考慮して適切に定めること

小学校学習指導要領 総則 解説（抄）
…各授業時数の１単位時間を定めるに当たっては、学校教育法施行規則第51条別表第１に定める授業時数の１単位時間は45分とするとの規定は
従前どおりとしており、総則でいう「年間授業時数を確保しつつ」という意味は、あくまでも授業時数の１単位時間を45分として計算した学校教育法施
行規則第51条別表第１に定める授業時数を確保するという意味であることに留意する必要がある。すなわち、各教科等の年間授業時数は各教科等
の内容を指導するのに実質的に必要な時間であり、これを確保することは前提条件として考慮されなければならないということである。



現行教育課程の下で、具体的に週当たり時数を減らす工夫例
（先行事例を踏まえた編成過程）

①夏季休業・冬季休業・
   祝日等を考慮して、
総授業日数を決定

＜例＞総授業日数：200日（40週）
小5:202.4日、中2:203.0日（令和6年度 全学校平均）
小5:203.1日、中2:204.7日（令和6年度 28コマ学校平均)

②仮として週当たり授業時数を
28コマとして設定

＜例＞ 月 火 水 木 金
5 6 5 6 6

③学校行事等、標準授業時数
に含まれない特別活動の時数
を設定

＜例＞学級活動以外の特別活動の時数：60コマ程度
    ※学級活動以外の特別活動の平均授業時数

小5:62.8コマ、中2:48.1コマ(令和6年度平均)

④行事や給食の有無等で授業
をしない時数（いわゆる欠
課・欠時の時数）を計算

＜例＞いわゆる欠課・欠時の時数： 45コマ程度
＜始業式・終業式等の午後＞ 

→毎回2コマ×８回=16コマ（始業・終業式×３回、入学・卒業式の計８回）
＜校内研究のための午後＞

       →毎学期2コマ×３回（学期ごと）=６コマ
＜学期末の成績処理期間の午後＞

       →毎学期6コマ×３回（学期ごと）=18コマ
＜個別懇談等のための午後＞ ５コマ

⑤実際に実施可能な授業時数
を計算

（１）授業日数：  200日
（２）週当たり時数：  28コマ
（３）学級活動以外の特別活動の時数：60コマ
（４）欠課・欠時数：               45コマ

※一定の火曜に月曜の時間割を実施するなどして、曜日毎の総授業時数に
偏りが出ないように適宜工夫

※以上はあくまで一例であり、具体の適切な水準を示すものではない。各学校や地域の実情に応じて、授業日数、学校行事等、欠課の時数等は適宜調整すべきもの
※こうした取組を進めていくためには、保護者や地域住民といった社会の理解の醸成も重要となる

⇒実施可能な授業時数：1120コマ(40週×28コマ)−60コマ−45コマ＝1015コマ
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月 火 水 木 金

5 6 5 6 5

①総授業日数を決定
＜例＞総授業日数：205日（41週）

【中学校で週当たり27コマの場合】

②仮として週当たり授業時数を27コマとして設定

③標準授業時数に含まれない特別活動の時数を設定

＜例＞いわゆる欠課・欠時の時数：47コマ程度

（１）授業日数：  205日
（２）週当たり時数：  27コマ
（３）学級活動以外の特別活動の時数：45コマ
（４）欠課・欠時数：              47コマ

⇒実施可能な授業時数：
1107コマ(41週×27コマ)−45コマ−47コマ
＝1015コマ

＜例＞

＜例＞学級活動以外の特別活動の時数：45コマ程度

④行事や給食の有無等で授業をしない時数を計算

⑤実際に実施可能な授業時数を計算

月 火 水 木 金

1 2 3 4 5

21 22 23 24 25

26 27 28

必要に応じて、授業日数、学校行事等、欠課の時数等を柔軟に見直し、調整することで、
現行教育課程の下でも、標準授業時数ベースの各教科等の時間を1015コマ程度として

週28コマでの編成が可能

令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ５ 日
教育課程企画特別部会
論 点 整 理 P 6 7



標準授業時数の弾力化と時数精選の関係

※DX活用により１単位時間を45分から40分などとすることが容易となり、裁量的な時間を捻出しやすくなる

1086単位時間

裁量的な時間
（研究・研修等を含む）

1015単位時間

指導体制に見合うよう
改善を促進

計画段階で
真に必要な時数か

見極め

「２つの懸念」を解消できれば、不測の事態への対応を含め、年度途中の状況に応じた
カリキュラム・マネジメントがしやすくなり、年度当初の計画段階で真に必要な授業時数の設定が容易に

（標準を大幅に上回る年間授業時数）（年間の標準総授業時数）

不測の事態等があっても
標準を下回らないように

しなければならないという懸念

時数を確保しないと
教科書が終わらないという懸念

背景に教科書を網羅的に教えなければ
ならないという根強い認識

教科書の
重点化・分量の精選

年度途中のカリキュラム・マネジメントで、特定の教科
等の標準を下回る見込みであっても、他の教科や「裁
量的な時間」から時数を充てることで、必要な時間の
確保が可能に

対応策

対応策

懸念①

懸念②
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教科A
特に必要な
教科等が
ある場合

教科B,C,・・・ 教科等D,E,・・・ 裁量的な
時間

1015単位時間調整授業時数

減ずる

研究・研修等個々の児童生徒の
個性や特性に応じた学び

1086単位時間

令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ５ 日
教育課程企画特別部会
論 点 整 理 P ６ ８


